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（３）広報伊丹■２０２３（令和５）年５月１５日 第１４９４号

伊
丹
広
報
３
面

０
５
１
５
０
３

井
❶
岡
❷
岡
❸
井
❹
藤
❺
井
❻
井
❼
藤

命
を
守
る

住
宅
の
耐
震
化

市
は
、
安
全
・
安
心
の
ま
ち
づ
く

り
を
目
指
し
、
住
宅
の
耐
震
化
を
促

進
す
る
た
め
耐
震
改
修
工
事
費
用
な

ど
の
一
部
を
次
の
通
り
補
助
し
ま
す
。

▽
受
け
付
け
期
間
�
５
月
１５
日
〜

８
月
１０
日
▽
補
助
対
象
�
昭
和
５６
年

５
月
３１
日
以
前
に
建
て
ら
れ
た
住
宅

（
そ
の
他
条
件
あ
り
）
▽
補
助
メ
ニ

ュ
ー
�
左
表
の
通
り
。

�
市
役
所
４
階
の
建
築
指
導
課
に

あ
る
所
定
の
申
込
用
紙
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に

必
要
事
項
を
書
き
、
必
要
書
類
を
添

え
て
直
接
、同
課（
�
７８４
・
８
０
６
５
）

へ
。予
定
数
に
達
し
次
第
、終
了
。

出
典
：
国
立
研
究
開
発
法
人
防
災
科

学
技
術
研
究
所

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
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�
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令和５年度
国民健康保険税を改定
表１ 市国民健康保険税の税率

※１ 「基準総所得金額」は前年中（令和４年１～１２月）の収入から公的年金等控除や給与所得
控除、必要経費などを差し引き、さらに基礎控除（４３万円）を差し引いた額
※２ （ ）内は、前年度との増減額

表２ 軽減判定基準

※３ 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者
に移行した者含む
※４ 一定の給与所得者と公的年金などの支給を受けるもの

市
は
、
令
和
５
年
度
の
国
民
健
康

保
険
税
に
つ
い
て
、
後
期
高
齢
者
支

援
金
等
課
税
額
の
賦
課
限
度
額
を
表

１
の
通
り
改
定
し
ま
す
（
税
率
は
従

前
の
通
り
）。

ま
た
、
低
所
得
者
へ
の
軽
減
措
置

の
う
ち
、
５
割
・
２
割
軽
減
の
判
定

基
準
と
な
る
所
得
金
額
を
表
２
の
通

り
改
定
し
ま
す
。

◎
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
可
能
に

同
保

険
の
以
下
の
手
続

き
は
オ
ン
ラ
イ
ン

（
下
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
読
み
取
り

可
）
で
で
き
ま
す
。
▽
国
保
加
入
・

脱
退
▽
住
所
・
氏
名
・
世
帯
（
主
）

変
更
▽
学
生
特
例
▽
保
険
証
再
発
行

▽
減
免
・
軽
減
▽
限
度
額
認
定
証
の

交
付
▽
「
医
療
費
お
知
ら
せ
」
の
再

発
行
。

＊

＊

問
市
国
保
年
金
課
�
７８４
・
８
０
４

０
。

◆
市
障
害
福
祉
計
画
（
第
７
期
）
策

定
の
た
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

市
は
、
市
障
害
福
祉
計
画（
第
７
期
）

の
策
定
に
当
た
り
、
障
が
い
の
あ
る

人
の
生
活
状
況
と
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
な
ど
の
利
用
に
関
す
る
意
識
調
査

を
５
月
下
旬
に
行
い
ま
す
。
対
象
は

障
害
者
手
帳
を
持
つ
１
千
５００
人
（
無

作
為
抽
出
）。
回
答
に
協
力
を
。

◎
障
害
者
就
労
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業

市
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
に
就
労
の

場
を
提
供
し
、
就
労
意
識
と
意
欲
、

技
能
の
向
上
を
目
指
す
こ
と
を
目
的

と
し
た
就
労
チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業
を
行

い
ま
す
。
登
録
制
。

対
象
は
市
内
在
住
で
障
害
者
手
帳

を
持
つ
人（
取
得
見
込
み
の
人
含
む
）

で
、
求
職
中
の
人
（
施
設
な
ど
で
一

般
就
労
に
向
け
訓
練
中
の
人
も
可
）。

賃
金
は
県
最
低
賃
金
。
作
業
内
容
・

募
集
人
員
な
ど
は
次
の
通
り
。
い
ず

れ
も
募
集
人
員
は
各
期
２
人
。

【
返
却
図
書
の
整
理
】
▽
勤
務
期

間
�
８
〜
１１
月
、
１２
月
〜
来
年
３
月

の
い
ず
れ
か
の
平
日
週
２
日
、
午
後

１
〜
４
時
▽
勤
務
場
所
�
図
書
館

ぐ
ら

「
こ
と
ば
蔵
」▽
内
容
�
図
書
の
ラ
ベ

ル
に
書
か
れ
た
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ

ナ
・
数
字
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
も
と

に
図
書
を
分
類
し
、棚
に
戻
す
作
業
。

【
公
用
自
動
車
の
洗
車
】
勤
務
期

間
�
９
月
、
来
年
３
月
の
い
ず
れ
か

の
平
日
午
後
１
〜
４
時
▽
勤
務
場
所

�
市
役
所
▽
内
容
�
公
用
自
動
車
を

水
と
洗
剤
で
洗
い
、
タ
オ
ル
で
拭
き

上
げ
て
車
内
を
清
掃
す
る
作
業
。

【
会
計
文
書
の
整
理
】
▽
勤
務
期

間
�
１０
月
１８
日
〜
１１
月
１７
日
の
平
日

午
前
１０
時
〜
午
後
４
時
▽
勤
務
場
所

�
市
役
所
▽
内
容
�
記
載
さ
れ
た
漢

字
を
も
と
に
文
書
を
分
類
し
、
フ
ァ

イ
ル
に
つ
づ
る
作
業
（
計
算
作
業
な

し
）。�市

役
所
１
階
の
障
害
福
祉
課
か

地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
応

募
用
紙
に
必
要
事
項
を
書
い
て
、
６

月
９
日
ま
で
に
郵
送
（
必
着
）
で
〒

６６４
・
８
５
０
３
伊
丹
市
役
所
障
害
福

祉
課
へ
。
選
考
あ
り
。

◎
各
作
業
の
支
援
員

経
験
不
問
。

勤
務
内
容
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
に

各
作
業
で
付
き
添
い
、
作
業
を
支
援

し
ま
す
。
賃
金
は
市
会
計
年
度
任
用

職
員
賃
金
。
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く

は
、
市
障
害
福
祉
課
へ
。

＊

＊

問
市
障
害
福
祉
課
�
７８４
・
８
０
３

２
、
フ
ァ
ク
ス
７８４
・
８
０
０
６
。

◎
障
が
い
の
あ
る
人
の
日
常
生
活
用

具
給
付
内
容
変
更

市
は
、
障
が
い

の
あ
る
人
や
難
病
の
人
を
対
象
と
し

た
日
常
生
活
用
具
給
付
対
象
品
目
の

給
付
要
件
を
一
部
変
更
し
ま
す
。
▽

視
覚
障
害
者
用
体
温
計
・
体
重
計
�

世
帯
要
件
を
撤
廃
し
、
家
族
と
同
居

世
帯
も
申
請
可
▽
視
覚
障
害
者
用
血

圧
計
�
給
付
品
目
と
し
て
追
加
▽
点

字
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
�
視
覚
障
害
２
級

以
上
で
申
請
可
▽
入
浴
補
助
用
具
の

耐
用
年
数
�
８
年
か
ら
６
年
へ
短

縮
。
助
成
を
受
け
る
場
合
は
、
事
前

に
市
障
害
福
祉
課
（
１８
歳
未
満
の
場

合
は
市
こ
ど
も
福
祉
課
）へ
相
談
を
。

問
市
障
害
福
祉
課
�
７８４
・
８
０
３

２
、
フ
ァ
ク
ス
７８４
・
８
０
０
６
。
市

こ
ど
も
福
祉
課
�
７８４
・
８
１
２
７
。

二十歳の祝典
２部制から１部制へ
５月８日から新型コロナウイルス感染
症の感染症法上の位置付けが５類へ移行
することに伴い、来年の同祝典は１部制
で開催します。
【日時】来年１月８日㈷午前１０時
【会場】東リ いたみホール
【対象】平成１５年４月２
日～１６年４月１日生まれ
詳しくは市ホームペー
ジ（二次元コードから読
み取り可）で確認を。
市教委こども若者企画課�７８４-８１６７

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

関
連
情
報

６５
歳
以
上
や
基
礎
疾
患
な
ど
の
あ

る
人
、
医
療
従
事
者
な
ど
は
、
オ
ミ

ク
ロ
ン
株
対
応
２
価
ワ
ク
チ
ン
を
既

に
１
回
接
種
し
た
人
も
、
追
加
で
接

種
で
き
ま
す
。
同
ワ
ク
チ
ン
を
▽
１

回
接
種
済
み
�
桃
色
封
筒
▽
未
接
種

�
こ
げ
茶
色
封
筒
の
接
種
券
を
使
用

で
き
ま
す
。
接
種
券
が
な
い
場
合

は
、
市
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
へ
。

◎
小
児
（
５
〜
１１
歳
）
の
接
種

初

回
接
種
を
完
了
し
た
小
児
は
、
オ
ミ

ク
ロ
ン
株
対
応
２
価
ワ
ク
チ
ン
を
、

前
回
接
種
か
ら
３
カ
月
以
上
空
け
て

接
種
で
き
ま
す
。

◎
乳
幼
児
（
生
後
６
カ
月
）
以
上
の

初
回
接
種

初
回
接
種
を
完
了
し
て

い
な
い
人
は
、
一
部
個
別
医
療
機
関

で
接
種
で
き
ま
す
。

＊

＊

接
種
は
全
て
要
予
約
。
予
約
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
市
新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
。
詳

し
く
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
下
二

次
元
コ
ー
ド
か
ら

読
み
取
り
可
）
で

確
認
を
。

問
市
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
�
７６４
・
７
８
３
５
。

◎
新
型
コ
ロ
ナ
５
類
へ
移
行

新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
５
月
８

日
か
ら
５
類
へ
移
行
さ
れ
、
次
の
通

り
変
更
と
な
り
ま
し
た
。
▽
医
療

費
、
検
査
費
は
一
部
を
除
き
自
己
負

担
▽
感
染
者
の
外
出
は
個
人
の
自
主

的
な
判
断
を
▽
発
症
後
５
日
間
を
経

過
・
症
状
軽
快
か
ら
２４
時
間
経
過
す

る
ま
で
は
外
出
を
控
え
る
（
推
奨
）

▽
発
症
後
１０
日
間
が
経
過
す
る
ま
で

マ
ス
ク
着
用
な
ど
感
染
へ
の
配
慮

を
。相

談
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
健
康
総
合
相
談
窓
口
（
２４
時

間
対
応
）
�
０７８
・
３６２
・
９
９
８
０

へ
。問

市
危
機
管
理
室
�
７８４
・
８
１
６

６
。

６月１～７日

水道週間記念行事を開催
市上下水道局は「水道水 安心・安全 これから
も」をスローガンに、６月１～７日の水道週間に合
わせ、次の通り記念行事を開催します。
いずれも無料。

★水の本特設コーナー
【日時・会場】５月２５日～６月７日＝図書館南分館、
６月１日～２９日＝図書館北分館
水や水道に関する図書を集めたコーナーを設置。
貸し出しもできます。

★水道週間ポスター展
【日時】６月１～７日

ぐら

【会場】図書館「ことば蔵」
「おいしい水」「安全で、安心して飲める水道水」
をテーマに昨年、市内小学４年生を対象に募集した
ポスターの応募作品４９枚全てを展示します。

★千僧浄水場見学会
【日時】６月３日㈯午前１０時～正午
【場所】千僧浄水場
【定員】２０人（小学３年生以下は保
護者同伴）
�市上下水道局ホームページ（二
次元コードから読み取り可）で電子
申請を。

市上下水道局経営企画課�７８３-１６００

耐震診断・補助メニュー一覧（戸建の場合）
金額

一部自己負担

上限１００万円

上限５０万円

上限１００万円

上限５０万円

定額５０万円

定額１０万円
か５０万円

定額１０万円

内容
市が簡易耐震診断員を派遣
し簡易耐震診断を実施
建て替えによって安全性を
確保する工事への補助
耐震診断の結果、安全性が
低いと診断された戸建住宅
を除却する工事への補助
筋かいなどを設置し安全性
を確保する工事への補助
筋かいなどを設置し安全性
を確保する工事への補助
土葺き瓦屋根を軽量化する
工事への補助
居室内の安全性を確保する
工事への補助
安全な空間を確保する防災
ベッドなどの設置への補助

項目

①簡易耐震診断

②建替工事費補助

③除却工事費補助

④耐震改修工事費
補助
⑤簡易耐震改修工
事費補助
⑥屋根軽量化工事
費補助
⑦シェルター型工
事費補助
⑧防災ベッド等設
置助成

賦課限度額
年間課税�
�

�
�額の上限

６５万円
２２万円

（＋２万円）※２
１７万円

所得割税率
基準総所得金額�

�
�
�（※１）に掛ける率

７．８９％

２．４７％

２．０９％

世帯別平等割額
世帯につき�
�

�
�徴収する額

２２，０００円

７，４００円

９，３００円

被保険者均等割額
被保険者１人に�
�

�
�つき徴収する額

２５，２００円

９，５００円

１１，８００円

基礎課税額（医療分）
後期高齢者支援金等
課税額
介護納付金課税額

軽減判定基準
世帯の前年所得が
４３万円＋２９万円×（被保険者数※３）＋１０万円×（※４給与所得者等の数－１）以下であ
ること
世帯の前年所得が
４３万円＋５３．５万円×（被保険者数※３）＋１０万円×（※４給与所得者等の数－１）以下で
あること

５割

２割


